
被措置児童等虐待通報義務等の対象拡大に伴う処遇部会への報告対象の拡大について（報告）

１　被措置児童等虐待通報義務等の対象拡大

■ 虐待等が発見された際の通報義務等の対象に保育所等
が追加（別紙参照）

■ 通報を受けた所管行政庁は、以下のことを行う
①情報収集・事実確認
②虐待有無の判断・指導等の方針決定
③安全確保措置・子どもに対する支援の実施
④児童福祉審議会等への報告

■ 処遇部会においては「被措置児童等虐待の報告事項について意見を述べること」が審議事項の一つ
■ 札幌市ではこれまで、児童養護施設等で虐待が発生した際に部会へ報告を行ってきた

２　報告方法（被措置児童等虐待に関すること）

■ 報告対象が拡大となることから、報告件数が増える可能性を踏まえ、

令和８年度以降、処遇部会を原則年間４回（５月、８月、11月、２月）開催予定
■ 措置を講じた全ての事案について概要を報告しつつ、重大な事案や判断に迷った事案を中心に意見を求める

など、効果的な報告となるようにしたい

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）

（令和７年10月１日施行） 令和８年度以降の対応

児童養護施設等に加え、保育所等における
虐待通報についても、札幌市における児童
福祉審議会の位置づけである子ども・子育
て会議内の「処遇部会」にて報告する。



別紙　こども家庭庁資料［抜粋］ ※法改正により追加となった下記施設等のうち、所管行政庁が北海道となる施設等や別途有識者会等で報告することとした
　事案については、処遇部会の報告対象外


